
海技免許講習

免許を申請する者は、資格に応じて必要な海技免許講習を修了していなければなりません。

海技免許講習の種類は次のとおりです。（省令第３条の２）

資格 免許講習

３級海技士（航海） レーダー観測者講習

レーダー自動衝突予防援助装置シミュレータ講習

救命講習

消火講習

上級航海英語講習

４級海技士（航海） レーダー観測者講習

５級海技士（航海） レーダー自動衝突予防援助装置シミュレータ講習

救命講習

消火講習

航海英語講習

６級海技士（航海） レーダー観測者講習

救命講習

消火講習

３級海技士（機関） 機関救命講習

消火講習

上級機関英語講習

４級海技士（機関） 機関救命講習

５級海技士（機関） 消火講習

機関英語講習

６級海技士（機関） 機関救命講習

消火講習

１級海技士（通信） 救命講習

２級海技士（通信） 消火講習

３級海技士（通信）

１級海技士（電子通信）

２級海技士（電子通信）

３級海技士（電子通信）

４級海技士（電子通信）


